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１．合同会社（ＬＬＣ）設立手続費用 

 

（１）合同会社（ＬＬＣ）設立の法定費用（参考） 

 

区 分 費 用 備 考 

定款に貼る印紙税 ０円 印紙税は不要（注１） 

法務局費用 

（注３） 
６０，０００円 登録免許税（注２） 

合 計 ６０，０００円  

（注１）電子定款の採用により、定款印紙税の４万円は不要。 

（注２）資本の金額の１０００分の７、ただし合同会社（ＬＬＣ）は、最低６万円。 

    ※ 資本金が８５０万円までは、6万円です。 

（注３）法務局の費用は、ご依頼人がお支払い下さい。 

 

（２）合同会社の電子定款作成の串田行政書士事務所報酬（選択） 

 

区 分 費 用 備 考 

レギュラーコース １３，０００円  

バリューコース 

（印鑑３本付き） 
２３，０００円 

印鑑３本セットが付きます。 

 ・会社代表者印 

 ・銀行届出印 

 ・角印 

 

   レギュラーコース、又はバリューコースを選択して、 

『合同会社の電子定款作成依頼書』の『セット選択』欄に“○”印を記入して 

ください。 

 

  ※ バリューコースの印鑑セットにつきましては、 

『合同会社の電子定款作成依頼書』の最終ページに 

印鑑の書体（印相体、テン書体、古印体）を示しますので、 

『合同会社の電子定款作成依頼書』の『印鑑書体の選択』欄に“○”印を 

記入してください。 
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３．合同会社の電子定款作成の流れ 

   合同会社の電子定款作成の流れを以下に示します。 

 

（１）合同会社の電子定款作成依頼書への記入 

 

 

 

 

 

 

（２）個人の印鑑証明書の入手（発行後、３ヶ月以内） 

   

 

 

  ※ 法人が社員（出資者）になられる場合は、ご相談下さい。 

 

（３）当事務所へＦＡＸ、又は郵送。 

ご記入が終わりましたら、内容をご確認の上、 

『合同会社の電子定款作成依頼書（１～３ページ）』と社員（出資者）全員の 

印鑑証明書（各１通）のコピーをＦＡＸ、又は郵送にて当事務所へお送り下さい。 

 

※郵送の場合の郵送料金は、ご依頼人にてご負担下さい。 

 

     → ＦＡＸ ： ０２９７－８２－７０４７ 

     → 郵送  ： 〒300-1532 茨城県取手市谷中２７１－３  

                     串田行政書士事務所 宛て 

 

【ＦＡＸ、又は郵送していただく書類】 

① 『合同会社の電子定款作成依頼書』（１～３ページ） 

② 社員（出資者）全員の印鑑証明書（各１通）のコピー 

 

 （４）当事務所にて、類似商号調査、目的事項、記入内容、印鑑証明書などを確認後、

下記の事項を連絡します 

  

   ① 合同会社の電子定款作成費用の振込 

※ 振り込み手数料は、ご依頼人にてご負担下さい。 

※ 振込完了後、当事務所にて着手させていただきます。 

 

       → レギュラーコース ： １３，０００円 

       → バリューコース   ： ２３，０００円 

 

設立するＬＬＣの内容について、事業内容、出資者、出資額、社員、 

代表社員など、ＬＬＣの形態について、合同会社の電子定款作成依頼書に、 

記入してください。 

社員（出資者）全員の印鑑証明書：各１通 
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 （５）会社代表者印の手配 

    レギュラーコースの場合は、この時点で、会社代表者印を手配してください。 

    注文後、入手まで１週間程度かかります。 

    なお、バリューコースの場合は、当事務所にて手配いたします。 

 

 （６）電子定款（案）の確認 

当事務所にて電子定款（案）の原稿を作成し、Ｅメール、又はＦＡＸにて 

    ご依頼人へお送りしますので、内容を確認してください。 

    （追加、修正があれば修正いたします。） 

 

 （７）電子定款謄本等の送付 

当事務所にて、合同会社の電子定款を作成し、 

    下記の電子定款謄本等を、ご依頼人に郵送いたします。 

 

    ※ 当事務所からの郵送料金は、当事務所にて負担します。 

 

    ① 電子定款の謄本     ：２通（会社設立登記用：１通、会社保存用：１通） 

    ② 電子定款が収納されたＣＤ：１枚（会社設立登記用） 

    ③ 電子定款が収納されたＣＤ：１枚（会社保存用） 

    ④ 印鑑３本セット     ：１セット（バリューコースの場合） 

 

（８）ご依頼人にて、管轄の法務局で合同会社設立登記の手続を進めてください。 

 

    ※ 電子定款使用時の設立登記申請方法は、当事務所よりご案内いたします。 

 

（９）会社設立後の各種届出 

次ページに掲載しましたので、参考になさってください。 
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ＬＬＣ設立後について 

 ＬＬＣ設立が完了した際には、税金、労働保険、社会保険の諸届出が必要になります。 

 

１．国の税金 

  国の税金には法人税（個人事業の場合は所得税）と消費税があり、本店または主な事

務所を管轄する税務署が窓口になります。 

 

２．地方自治体に納める税金 

  地方自治体に納める税金には、住民税（市民税と県民税）と事業税があり、市民税は

市役所、県民税と事業税は県税事務所が窓口になります。 

（東京２３区の場合には都税事務所１カ所に届け出ればよい） 

 

３．労働保険関係 

  本店（支店や営業所がある場合にはそれぞれの事業所）を管轄する労働基準監督署と

公共職業安定所（ハローワーク）が管轄します。前者は労働者災害補償保険（労災保

険）、後者は雇用保険（失業保険）を管轄し、１人でも従業員を雇用すれば加入しなけ

ればなりません。 

 

４．社会保険関係 

  健康保険や厚生年金保険の手続は、社会保険事務所が窓口になります。 

  健康保険や厚生年金保険は、会社を設立したら加入が義務づけられているのに対し、

個人事業の場合は従業員が５人以上いると適用されます。 
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【法人設立後の各種届出一覧表】 

※ 届出を行うときは、必ず法人の『代表者印』を持参してください。 

届出先 届出書類 備 考 

管轄の 

税務署 

法人設立届出書 

設立後２ヶ月以内 

【添付書類】 

登記簿謄本【コピー１通】 

定款【コピー１通】 

青色申告の承認申請書 希望する場合、設立後３ヶ月以内 

給与支払事務所の開設届出書 第1回目の給与支払日まで 

源泉所得税の納期の特例の 

承認に関する申請書 

源泉所得税の支払いを年２回で 

納付する特例を希望するとき 

管轄の 

県税事務所 

法人設立等申告書 

（東京都は、都税事務所） 

設立後２ヶ月以内に届出 

【添付書類】 

登記簿謄本【コピー１通】 

定款【コピー１通】 

本店所在地の 

市町村役場 
法人設立等申告書 

設立後２ヶ月以内に届出 

【添付書類】 

登記簿謄本【コピー１通】 

定款【コピー１通】 

労働基準 

監督署 

労働保険保険関係成立届 １人でも従業員を雇用したとき 

雇い入れた日から１０日以内 労働保険概算保険料申告書 

就業規則届 従業員が１０名以上いるとき 

公共職業 

安定所 

雇用保険適用事業所設置届 １人でも従業員を雇用したとき 

雇い入れた日から１０日以内 雇用保険被保険者資格取得届 

社会保険 

事務所 

健康保険、厚生年金保険 

新規適用届 
健康保険、厚生年金保険に 

加入するときは速やかに 

手続を行う 

新規適用事業所現況書 

健康保険、厚生年金保険 

被保険者資格取得届 

 ※ 詳細につきましては、各届出先にご確認下さい。 

 


